
社会福祉法人の法人監査及び施設監査の連携について

社会福祉法人の法人監査及び施設監査の実施に当たっては、監査を実施する行政庁が関係する行政庁と必要な連携を図る
必要があるが、社会福祉法人が行う各事業の違反等について、以下の連携を実施するものとする。

① 事業の運営に関する違反のうち、（ａ）社会福祉関係法令の違反であり処分が行われたもの、（ｂ）処分に至っていないが将
来的に処分の対象となりうる程度の著しい違反又は処分に至らない程度の違反のうち、施設所管庁において情報提供が必
要と判断するもの（利用者の適切な処遇若しくは安全の確保が困難になる場合、補助金等の不正な申請若しくは使用があ
る場合）について、所轄庁及び施設所管庁に情報提供。

② 法人の運営に関する違反のうち、法人の契約又は金銭等の授受に関する著しい違反等について、当該法人の施設所管
庁に情報提供。

②違反の情報提供

①処分の実施又は情報提
供が必要と判断する違反
の発覚

×

社会福祉法人
本部

Ａ県所轄庁

確認

①事業の運営に関する違反
（他県にまたがる場合の例）

②違反等の情報提供

社会福祉法人
本部

×

②法人の運営に関する違反
（他県にまたがる場合の例）

社会福祉法人施設
（例：保育）

④同様の違反
がないか確認

①法人の契約又は金
銭等の授受に関する
著しい違反の発覚

社会福祉法人施設
（介護：別種）

社会福祉法人施設
（保育：同種）

Ｂ県
施設所管庁

Ｃ県
施設所管庁

Ａ県所轄庁

社会福祉法人施設 社会福祉法人施設 社会福祉法人施設

Ｂ県
施設所管庁

Ｃ県
施設所管庁

Ｄ県
施設所管庁

③当該法人の同種の事業を指導監査
する施設所管庁に対し、情報提供

補助金等に関する違反である場合に
は、別種の事業を指導監査する施設所
管庁にも情報提供

確認

Ｄ県
施設所管庁
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